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子どもの権利

保育園は、子どもの最善の利益が
保障される場です

どもには、子どもらしく育つ権利があります。「権利＝

Right」、それがあたりまえ、子どもは子どもらしく健や

かに育ってこそ、という考え方です。1989（平成元）年、

国際連合は、「子どもの権利条約（児童の権利条約）」を全会一致で採

択しました。その 5年後の 1994（平成 6）年に日本も批准し、この

地球上で生まれ育っていく子どもたちすべてが、①生きる権利　②育

つ権利　③守られる権利、④参加する権利（意見を表明する権利）を

有すると、批准した国々同士がしっかりと約束しあったのです。

　2016（平成 28）年、保育園（所）のありかた（存在意義）を規定

している「児童福祉法」が改正され、第一条にこの「子どもの権利条

約」が盛り込まれました。

　子どもたちが育つ場である保育園では、この子どもの権利条約に

則って、すべての子どもの健やかな成長が保障され、命が守られなけ

ればなりません。子どもたちが自分の思うところを思うように発し、

それをしっかり聞いてもらえる環境設定を、子どもにかかわるすべて

の大人が力を尽くしていかなければなりません。

　一方、保育園での暮らしは日々とても具体的なものです。たとえ

ば、保育園では、おむつ替えの時には赤ちゃんのプライバシーを尊重

します。夏場、プール遊びの際には着替えなどの時にふさわしい配慮

をします。給食の時には、その子が食べたい意欲を発揮できるように

無理強いはしません。男女の差を固定的に示すようなこともしません。

とっさに子どもの安全を図らねばならない時でもないかぎり、むやみ

に禁止用語を連発して子どもの行動を制御したりもしません。その子

の年齢にふさわしい働きかけをしていきます。保育士は、そういった

子どもたちの基本的人権を尊ぶ姿勢を園内外の研修の際に学び、日々、

職員同士が確認しあっています。

子

みんなワクワク
しながら
生きる底力と
学びの力を蓄えて
いるんだな～

きっと赤ちゃんのときから
ここが安心できる居場所に
なってるからだろうね

おお！　「安心して
生活できる居場所」！
それこそが
子どもの権利！

　どう？
保育士に
なりません？

　えっ？
そういう
　罠 !?

図鑑に
出てない
じゃん

激レア
だ！

では
また…

もっとその権利をみんなに理解して
もらい、保育園とそこで働く人も
理解してもらえるようにならなければ！

権利って…
それはちょっと
おおげさじゃ
ないですか？

いいえ！　権利って
空気みたいに身近な
ものなんです
園はそれを守れて
なんぼの場所なん
　ですよ
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育園は、保育園に通う子どもたちだけの場？　いえいえ、

違います。これまでもこれからも、保育園は、地域で育

つ子どもたちの真ん中にあって、園児の育ちも地域の子

どもたちの育ちもしっかり見守っていくところです。そして、その保

育園に集う大人たちが、保育園を出会いの場として互いに知り合い、

地域でつながりあっていってこそ、その地域全体で子どもたちが多く

の大人たちとの触れ合いながら健やかに育っていくことができます。

　保育園ではさまざまな取り組みを展開しています。園庭開放や子育

て相談会などで、広く地域での子育てを応援する取り組みもしていま

す。そして、園の職員（保育士、看護師など）は、園内の子どもたち

だけではなく、地域の子どもたちの状況にも関心を常に持ち、必要に

応じて専門機関と連携をとりながら見守るなどすることもあります。

　また、園によっては、保育を見学する「保育参観」だけではなく、

保護者が保育士と共に子どもたちを保育する「保育参加」の取り組み

を実施している園も多くあります。外から見ているだけではなかなか

わからない、保育の実際を体感する絶好の機会です。その経験をきっ

かけに、我が子の見方、保育園へのイメージがガラリと変わる保護者

も少なくありません。

※ 誕生会に園児のみならず地域のお子さんもその誕生月に招待している園や、運
動会などで飛び入り歓迎の競技も設けている園もあります。その園の状況にもよ
りますので、詳細はお問い合わせください。

保えーっと、あっ
あれは、
男性保育士かな？

話をそらしましたね？
園児のパパです
「保育参加」して
もらってるんです

園では、いろんな子育て支援、
地域支援をやってて、
そのひとつですね

ぼくだって
してるじゃん！
抱っこ代わるよ！

ええ、
まあ普通に

いや、仕事が忙しくて
めったには…。でも、
ここだと子育ての
技を生で学べるから

でも、歴史的に、
子育ては母親の
仕事ですよね？

えっ？
まじで !?

ははは、
まじで…

勉強家ですね
じゃあ、家でも
子育てしてるん
ですね？

そうか～

よく来るん
ですか？

ふふふ…
また遊びに
来てもいい
ですか？

　あ、それはここ
　何十年かの習慣で、
　以前は夫婦で仕事も
　育児もするのが普通　
　だったそうですよ
　　「パパの会」の集会で
　　　聞きました

どうぞ～

保育園は
生活と遊びの
中で
学ぶ場所
♪

子育て支援・地域支援

地域の子育て支援拠点を目指しています14
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…地域の保育施設の職員が自主的
に集い、情報交換や互いの課題な
どを相談しあえるような場をもっ
ています。保育園の職員同士が知
りあい親しくなっていくことで、
それぞれの保育園が子どもの育ち
をめぐる地域の大切な場所となっ
ていきます。

…小さな園も大きな園も一緒に
なって防災訓練を行います。保育
園同士が協力することで、どの保
育園に通っていても、世田谷区で
育つすべての子どもたちが、より
安全・安心な環境で育っていく場
づくりに取り組んでいます。

…公私立・認可・認証の垣根を越
えて、園見学や公開保育を実施し
ています。互いに親しくなるだけ
ではなく、園の違いや保育内容を
学び合うことで、良質な保育に取
り組んでいく力量を高めていくこ
とができます。

…防災訓練の大人版です。近くの
園同士が協力して街を巡回し、危
険な箇所、要注意の箇所を確認し
て回り、それらの場所を MAPに
仕上げていくことで、地域全体で、
子どもたちの安心・安全を図って
いきます。

…例えば年長クラスが、園対抗で
「ドッジボール」を楽しんだり、散
歩で待ち合わせて一緒に遊んだり
して、顔見知りになったり仲良く
なったりします。その後、小学校
に入学した時に顔見知りの同級生
に出会えることで、安心して小学
校生活に溶け込めます。

❶ 保育ネット会議

❹ 合同防災訓練

❷ お互いの保育園見学

❺ 危険箇所MAP作成

❸ 保育交流
世田谷まるごと「保育ネット」

　世田谷区は、「世田谷」「北沢」「玉川」「砧」「烏山」5つの地域ごとにさまざ

まな地域活動を行っています。そのひとつに保育施設同士のネットワークの場

として、「保育ネット」という活動があります。公立・私立・認証・保育室・保育

ママなど施設・運営のありかたを問わず、お互いに顔見知りになり、あらゆる機

会を通して、保育や子どもの育ちについて共有していくことを目指しています。

知りあうことがはじめの一歩

　これらの他にも、子どもたち向けには「プール開放」「合同夏祭り」「合同誕

生会」、保育者や保護者に向けては「合同研修会の開催」「地域保育施設紹介イ

ベント開催」など、互いに名前で呼び合う関係に、そして、助け合う仲間になっ

ていけるように、さまざまな取り組みを実施しています。

　こういった「保育ネット」の活動を通じて、地域がつながっていくこと〈地

域支援〉、さらに、職員が参加できるようなそれぞれの園の職員体制や職員の

資質向上〈運営体制の充実〉を図っています。

SETA
GAYA
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世田谷区

保護者
・
地域

保育園での
子どもたちの様子、
しっかり保護者の
みなさんに
伝えていきますよ〜。

ワタシたちは
保育の専門家！
子どもたち
一人ひとりの成長発達を
ていねいに支えながら、
専門性をぐんぐん磨いて
いきまーす。 保育士の先生って

やっぱプロ！
ウチのコたち、
よろしく
お願いしまっす。

保護者同士も
仲良くしたーい。
子育て仲間、思いっきり
ウェルカムです♪

研修のお知らせ、
保護者の皆さんへの広報、
おまかせください。

しっかり、
堅実、誠実、保育の
“ 裏方 ” 担います。

区内の保育施設のみなさん、
互いに手をつないで
みんなで
子どもたちの育ちを
担っていきましょう。

保育士（保育施設職員）はもちろん、

保護者のみなさんも、

保育施設を事業運営する人も、

自治体（世田谷区）も、

子どもたちを真ん中に、

みんなで、よりよい

「せたがやのほいく」を

目指していきましょう。

運営事業者

保育施設職員

一緒に
子どもの育ちを
見守って
いきましょ！！

子どもたちの笑顔は、
保育者の笑顔
あってこそ！！

研修体制も
しっかり整えます。
先生たちには存分に学んで
いただかなくては。

働きやすい
職場づくりに
全力を挙げますぞ。

子どもがいきいきわくわく育つまち SETA
GAYA
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なるほど！ 
せたがやのほいく
〜 遊びと学びがいっぱい 〜 世田谷区保育の質ガイドライン
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この冊子は再生紙を利用しています。

●  すべての子どもたちは、幸せに生きる権利があります。
●  子どもにとって最初の保育者は保護者（あなた）です。
●  世田谷区（わたしたち）は一人ひとりの子どもの最善の利益を第一に考え、
     保護者（あなた）とともに保育を通しての福祉に努めます。

世田谷区保育理念

●  命の大切さ、生きる力をはぐくみます。
●  保護者（あなた）とともに、心豊かな子育てを目指します。
●  地域の社会資源を活かし、地域の子育て力の向上に努めます。

世田谷区保育方針




